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（５）不適正処分の内容等 
ア 概要 
本事案は、川越建材が、四日市市大矢知町及び平津町にまたがる安定型最終処分場

（以下、「処分場」という。）において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃

棄物処理法」という。）に基づく許可面積・容量を大きく超える産業廃棄物の処分を行

った不適正処理事案である。（許可面積の約 1.6 倍、許可容量の約 2倍の処分が行われ

た。） 

 
イ 不適正処分の経緯 
①第１期 昭和５６年３月から平成２年２月（処理業の許可～施設変更届の受理） 
川越建材は、昭和５５年８月に最終処分の処理業許可を取得し、川越町地内で埋立

処分事業を開始した。 

その後、川越建材は、昭和５６年１月に処分地の増設及び品目追加を理由に、県の

産業廃棄物処理業予備審査要領に基づく事業計画書を提出し、事前協議等を行った。

予備審査終了後、他社が自社処分場として所有していた埋立処分場（四日市市大矢知

町地内：面積 10,000ｍ２、容量 40,000ｍ３）の譲渡を証明する書類等を添付し、産業

廃棄物処理業の変更許可申請を行い、昭和５６年３月２５日に変更許可を取得し、対

象事案である四日市市大矢知町地内の安定型最終処分場で事業を開始した。 

昭和６３年１１月、当時の地元区長から県に要望文書が提出された。県は、現況調

査結果と問題点等を踏まえ、対象事案に対する対応方針をとりまとめ、その方針を踏

まえ立入検査を実施し、川越建材に対して、産業廃棄物処理施設の変更届出を行うこ

と等の文書勧告を昭和６３年１２月２６日付けで行った。 

平成２年２月、川越建材から、産業廃棄物処理施設構造規模変更届が提出され、県

はその届出を受理した。変更の内容は、面積が 10,000ｍ２から 58,854ｍ２、容量が

40,000ｍ３から 1,320,000ｍ３という大幅なものであった。 

 

②第２期 平成２年３月から平成６年１０月（施設変更届の受理～処理業許可の失効） 
平成２年２月の変更届提出後も違法拡大が続いたため、県は川越建材への立入調査

（監視指導）を継続的に実施し、処分場の境界の明示や囲いの設置等について再三指

導を行った。 

平成４年には、埋立面積の一部拡大を確認したため、測量等を実施するよう口頭指

示を行い、また、平成５年９月と平成６年１月には文書による警告を行った。 

平成６年３月、川越建材から提出された測量結果により、許可面積、容量とも、約

30％超過していることが判明したため、平成６年３月３１日付けで産業廃棄物処理基

準違反により、処分場外の廃棄物撤去について、処分業の許可期限満了（平成６年１

０月１９日）までを期限とする改善命令を発出した。また、他法令（農地法、森林法）

についても、他部局より同時期に文書警告が行われた。 

平成６年３月の改善命令以後も定期的に監視指導を実施していたが、川越建材は違

法行為を増長させ、命令に従う意思がなかったこと等から、平成６年８月１２日付け

で産業廃棄物処理施設の構造基準及び維持管理基準違反により、「施設（最終処分場）」
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に対する改善命令を発出した。改善命令の履行期限は、平成６年３月の改善命令と同

様、処分業の許可期限満了日（平成６年１０月１９日）であった。 

また、これまでの指導にも従わず、２度の改善命令も履行されなかったことから、

許可期限の到来により、処分業の許可を失効させた（事実上、処分業許可の更新手続

きは行われなかった）。 

 

③第３期 平成６年１１月から平成１９年１月（埋立終了～措置命令発出） 
許可期限満了により処理業の許可が失効した後、平成１０年頃から複数の自動車解体

業者が処分場上部において自動車解体を行っていたため、川越建材及びそれらの業者に

対して、平成１７年７月に自動車解体くず等を撤去するよう改善命令を発出し、同年中

に履行された。 

平成１６年６月～平成１８年３月に県が実施した安全性確認調査において、「直ちに人

体への影響など生活環境保全上の支障のおそれはないものの、継続的な水質調査の実施

に併せて、覆土、雨水排水対策等の実施が必要である」との指摘がなされたことから、

その意見等を踏まえて、川越建材及び代表者個人に対して、平成１９年１月３１日付け

で措置命令を発出した。 

 
２ 事案の主な経緯 
（１）これまでの主な経緯 

本事案の主な経緯は表Ⅰ－１のとおりである。 

 

表Ⅰ－１ これまでの主な経緯 

年 月 日 事 項 等 

昭和 4 0 年代後半 複数事業者が埋立てを実施 

昭和 56 年 3 月 25 日 （有）川越建材興業が四日市市大矢知町内で処分業を開始 

(届出面積 10,000m2 容量 40,000m3) 

平成 2年 2月1 3日 産業廃棄物処理施設（構造規模の変更）届出書を提出 

(届出面積 58,854m2 容量 1,320,000m3) 

平成 5 年  9 月 2 日 処分場外への廃棄物の投棄について警告し、違法に処分された廃棄物

の撤去を指導 

平成 6 年 1 月 7 日 処分場外への廃棄物の投棄について警告し、違法に処分された廃棄物

の撤去を指導 

平成 6 年 3 月 31 日 産業廃棄物処理基準違反により、廃棄物処理法第 19 条の 3 の規定に

よる改善命令（流出した廃棄物の撤去）を発出 

平成 6 年 8 月 12 日 産業廃棄物処理施設に係る構造基準及び維持管理基準違反に対して、

廃棄物処理法第 15 条の 3 の規定による改善命令（廃棄物の投入は処

理施設内とすること等）を発出 

平成 6 年 10 月 19 日 許可期限（５年毎の更新制）終了（改善命令を履行しないため、更新

を認めず）(投棄面積 94,781m2 容量 2,621,000m3) 
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年 月 日 事 項 等 

平成 6 年 11 月 10 日 最終処分場の処分終了届を受付 

平成 16 年 6 月 17 日 安全性確認調査に着手（専門会議 3回：平成 18年 1 月～6月） 

平成 17 年 7 月 27 日 処分場内の自動車解体屑等の撤去にかかる改善命令を発出 

（平成 17年 12 月 17 日履行完了） 

平成 18 年 10 月 12 日 大矢知区自治会区長・大矢知の環境を守る会会長連名の公開質問状

(地域住民の指定する場所でのﾄﾚﾝﾁ調査実施等)を県に提出 

平成 19 年 1 月 31 日 （有）川越建材興業及び代表者個人に対し措置命令を発出（着手期

限：平成 19 年 6 月 30 日、履行期限：平成 20年 12 月 30 日）。その後、

延べ 25 回の文書指導等を実施 

平成 19 年 6 月 11 日 地元説明会にて、（有）川越建材興業が掘削調査を実施することを確

認 

平成 19 年 7 月 9 日 特定産業廃棄物事案に関する調査検討委員会により「行政検証」を開

始【第一次】（第 1～10回：～平成 21 年 1 月） 

平成 20 年 1 月 22 日 事前現地見学会を開催後、掘削調査（ボーリング調査）に着手（現地

にてボーリングコア見学会開催：平成 20 年 3 月 18 日） 

平成 20 年 7 月 7 日 掘削調査の分析結果等に係る学識経験者からの地元説明会を開催 

平成 20 年 10 月 20 日 

 

地元、学識経験者、行政（県）による三者協議を開始（第 14 回：平

成 24年 7月）*第 10回（平成 23 年 3 月）から四日市市が正式参画し、

三者協議から四者協議に名称を変更 

平成 21 年 1 月～ 環境省地域グリーンニューディール基金等による補完的調査に着手

（～平成 23 年 12 月） 

平成 21 年 5 月 18 日 （有）川越建材興業解散登記、清算法人に移行 

平成 22 年 2 月 23 日 大矢知地区・八郷地区両連合自治会による合同会議及び合同視察を開

催（地元代表者と知事が初めて面談） 

平成 22 年 12 月 24 日 

 

四日市市長立会いのもと、両地区連合自治会長と知事との間で「対策

工法骨子案」に係る基本合意書を締結 

平成 23 年 10 月 11 日 

 

特定産業廃棄物事案に関する調査検討委員会により「行政検証」を開

始【第二次】（平成 23 年度 第 1～2回、平成 24年度 第 1～5回： 

～平成 24年 9月） 

平成 23 年 11 月 23 日 四日市市長立会いのもと、両地区連合自治会長と知事との間で「具体

的な対策工法」に係る実施協定書を締結 

平成 24 年 2 月 27 日 

 

（有）川越建材興業及び取締役 舘昭美を廃棄物処理法に基づく措置

命令違反により告発 

平成 24 年 9 月 11 日 行政代執行に着手（県単独事業による現地測量等） 

平成 24 年 10 月 22 日 （有）川越建材興業及び取締役 舘昭美を書類送検 

平成 24 年 12 月 28 日 （有）川越建材興業を起訴 
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（２）四者協議の経緯 

本事案については、建設的で双方向のリスクコミュニケーションを通じて、周辺生

活環境の保全を図り、地元住民の安全・安心を確保することを目的として、平成２０

年１０月２０日から地元・学識経験者・県の三者により協議を開始している。 

その後、平成２３年３月２８日の第１０回の協議から四日市市が正式に協議に参画

し、四者協議として、平成２４年７月までに１４回の協議を開催している。 

なお、四者協議の開催状況を表Ⅰ－２に示す。 

 

表Ⅰ－２ 四者協議の開催状況 

回 数 年 月 日 事  項 

第１回 平成20年 10月20日 

 

協議の進め方や専門的知見を有する学識経験者を招致し

意見を聴くこと等について合意 

第 2回 平成20年 12月15日 学識経験者からの講演。今後も引き続き三者協議の場を

活用して、方向性を見出していくこと等について合意 

第 3回 平成 21 年 3 月 26 日 

 

今後必要と考えられる調査等を「コーディネータ素案」

として地元へ提示することで合意 

第 4回 平成 21 年 7 月 13 日 次回の三者協議で、「コーディネータ素案」に基づく具体

的な「調査実施計画案」を地元に説明することで合意 

第 5回 平成21年 10月26日 ・県が責任を持って「調査実施計画案」に基づき調査を

実施することで合意 

・将来の土地利用も含めた対応も並行して検討すべきと

の地元意見が提起 

第 6回 平成 22 年 1 月 29 日 ・「調査スケジュール」と「工法例のイメージ図」につい

て協議 

・地元要望により、安全・安心を確保するための「リス

ク評価表」を作成し、これを基に今後の議論を進めるこ

とで合意 

両地区

による

合同会

議 

平成 22 年 2 月 23 日 大矢知地区・八郷地区両連合自治会による合同会議及び

合同視察（※知事出席） 

・両地区連合自治会長連名の当事案の解決に向けた決議

文を採択 

・知事はこれまでの県の対応などに陳謝するとともに、

県が責任を持って対処していく旨を挨拶で表明 

第 7回 平成 22 年 5 月 31 日 「リスク評価表」の骨格（フレーム）について地元合意 

第 8回 平成 22 年 9 月 14 日 

 

「リスク評価表（第１版）」の内容の地元合意を受けて、

12 月までに「リスク評価表」に基づく「対策工法骨子案」

を作成することで合意 

第 9回 平成22年 12月10日 

 

「対策工法骨子案」について地元合意され、併せて年内

の「基本合意書」締結に向けた地元からの意見書が配布 
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回 数 年 月 日 事  項 

基本合

意書締

結式 

平成22年 12月24日 四日市市長立会のもと、両地区連合自治会長と知事と

の間で「対策工法骨子案」に係る基本合意書を締結 

第 10回 平成23年 3月 28日：

（※市正式参画） 

「リスク評価表（第２版）」の改訂内容について合意 

第 11回 平成 23 年 6 月 28 日 「具体的な対策工法」に係る比較検討案について合意 

第 12回 平成23年 10月21日 「具体的な対策工法」について合意 

実施協

定書締

結式 

平成23年 11月23日 四日市市長立会のもと、両地区連合自治会長と知事との

間で「具体的な対策工法」に係る実施協定書を締結 

第 13回 平成 24 年 3 月 28 日 「リスク評価表（第４版）」の改訂内容について、合意さ

れるとともに、今後は、「リスク評価表」から「リスク管

理表」に移行していくことで合意 

※ 「リスク評価表（第３版）」は、平成２４年２月１日

の「地元代表者とコーディネータとの意見交換会（第

17 回）」にて合意 

第 14回 平成 24 年 7 月 12 日 「具体的な対策工法」の詳細な内容、及び「リスク管理

表（第１版）」の内容について合意 

 

３ 各調査、措置命令等の経緯  

（１）安全性確認調査 

 ア 安全性確認調査の内容 

三重県は、県の総合計画である「県民しあわせプラン」の戦略計画において、重点

プログラムの一つとして、「不法投棄のない安全な循環型社会実現プログラム」を掲げ、

その一環として、過去の産業廃棄物不適正処理事案のうち、廃棄物からの有害物質の

周辺への流出等、生活環境保全上の支障等が懸念された１１事案について、平成１６

年度から平成１８年度にかけて、安全性確認調査を実施した。 

当該事案は１１事案の内の１案件として、平成１６年６月から平成１８年３月にか

けて、以下の項目について調査を行った。 

①測量調査（面積・標高等） 

②地質調査（高密度電気探査、ボーリング、透水試験） 

③理化学調査（廃棄物・土壌の溶出試験、表層土壌含有量試験、水質試験、発生ガ

ス試験） 

なお、図Ⅰ－４に調査位置図を示す。 
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 図Ⅰ－４ 調査位置図 
  本調査では、生活環境保全上の支障又はそのおそれ（以下、「支障等」という。）の判

断や、支障等がある場合、その除去対策等について検討し、報告を行うことを目的とし

て、表Ⅰ－３に示す学識経験者で構成する「安全性確認調査専門会議」を設置し、調査

結果等について審議を行った。 

なお、会議の開催状況を表Ⅰ－４に示す。 

表Ⅰ－３ 安全性確認調査専門会議委員名簿 

 氏   名  職 名 等（平成 17～18 年度当時） 

議 長 花 嶋 正 孝 福岡県リサイクル総合研究センター長 

副議長 樋 口 壯 太 郎 福岡大学大学院工学研究科教授 

委 員 平 田 健 正 和歌山大学システム工学部教授 

〃 中 村 正 秋 名古屋大学名誉教授 

〃 本 田 裕 三重大学教育学部教授 

〃 田 中 正 明 四日市大学環境情報学部教授 

 

表Ⅰ－４ 安全性確認調査専門会議の開催状況 

 開 催 日 内  容 

準備会 平成 17 年 11 月 21 日 現地調査（概要説明、現地調査） 

第１回会議 平成 18 年 １月 9日 調査結果の中間報告 

現地調査 平成 18 年 3 月 25 日 自動車解体物撤去後の埋立区域内および周辺区域

の現地調査 

第２回会議 平成 18 年 3 月 26 日 調査結果の中間報告 

第３回会議 平成 18 年 6 月 10 日 調査結果の最終報告 

▲S-1

▲S-5

▲S-4

▲S-3

西水路

中溜池

トラックターミナル

▲S-2

孔番 ボーリング調査地点
▲ 表流水調査
● 廃棄物調査
◎ 周辺地下水調査
○ 既往調査

平成２年許可範囲
処分場関係区域
処分場隣接区域

凡例







 - 12 - 

③ 確認された廃棄物について 

 ボーリングのコアの目視観察では、廃プラスチック類、金属片、ガラス、コンクリー

ト塊などの建設廃材やシュレッダーダストを主体とし、鋳物砂やわずかではあるが木く

ずの混入が確認された。なお、木くずを除き、埋め立て当時、当該処分場での処分が禁

止されていた廃棄物は確認されなかった。 

また、各ボーリングコアの廃棄物区分から算出した比率では、シュレッダーダスト及

び建設廃材を主体として、廃プラスチック類、木くず、繊維屑、コンクリートガラ等が

雑多に混じる「混合廃棄物」が約６０％を占めている。 

  

④ 廃棄物・土壌の溶出試験結果について 

  廃棄物・土壌の溶出試験における調査箇所数、検体数は、表Ⅰ－６のとおりである。  

            表Ⅰ－６ 調査箇所数、検体数 

区 分 ボーリング箇所 検体数 

廃棄物層 ３０（３） 廃棄物埋立区域 

（うち処分場隣接区域） 

１６ 

（４） 土壌層 ２６（１０） 

周辺区域 ９ 土壌層 ３１ 

合計 ２５ 合計 ８７ 

 

a.廃棄物埋立区域内（表Ⅰ－７） 

廃棄物層については、埋立判定基準設定項目（21 項目）中、鉛、砒素、水銀及びダイ

オキシン類の 4項目が検出されたが、全て判定基準を満足していた。 

  土壌層については、土壌環境基準設定項目（23 項目）中、鉛、砒素、ふっ素、ほう素

及びダイオキシン類が検出された。このうち、基準を超過した項目は、砒素（H16-27、

78m）が最大で 0.041mg/l（4.1 倍）、ふっ素（H16-20、0.5m）が最大で 2.4mg/l（3.0 倍）

であった。 

 

 b.周辺区域の土壌層（表Ⅰ－７） 

土壌環境基準設定項目（23 項目）中、鉛、砒素、水銀、ふっ素、ほう素、セレン及び

ダイオキシン類の７項目が検出された。このうち、基準を超過した項目は、鉛(H17-30、

58m(第 2 帯水層と第 3 帯水層の間の不透水層）)が最大で 0.016mg/l(1.6 倍）であった。 

 

 c.処分場隣接区域内（表Ⅰ－７） 

  廃棄物層については、埋立判定基準設定項目（21 項目）中、ダイオキシン類が検出さ

れたが、判定基準を満足していた。 

  土壌層については、土壌環境基準設定項目（23 項目）中、鉛、ほう素、ふっ素及びダ

イオキシン類の 4項目が検出された。このうち、基準を超過した項目は、ほう素（H16-24、

15m）が最大で 1.5 mg/l（1.5 倍）、ふっ素（H16-22、0.5m）が最大で 4.8mg/l（6.0 倍）

であった。 
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表Ⅰ－７ 廃棄物・土壌溶出試験結果の概要 

区分 検出項目 濃度範囲 
土壌環境 

基 準 

埋立判定 

基 準 

鉛 <0.01～0.07 － 0.3 

砒素 <0.005～0.027 － 0.3 

水銀 <0.0005～0.0007 － 0.005 

廃棄物層 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 0.01～420 － 3,000 

鉛 <0.01～0.01 0.01 － 

砒素 <0.005～0.041 0.01 － 

ふっ素 <0.5～2.4 0.8 － 

ほう素 <0.1～0.6 1 － 

廃棄物 

埋立区域 

  

土壌層 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 0.0036～3.2 1,000 － 

鉛 <0.01～0.016 0.01 － 

砒素 <0.005～0.009 0.01 － 

水銀 <0.0005～0.0005 0.0005 － 

ふっ素 <0.5～0.6 0.8 － 

ほう素 <0.1～0.7 1 － 

ｾﾚﾝ <0.001～0.001 0.01 － 

周辺区域 土壌層 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 0.0017～21 1,000 － 

廃棄物層 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 24～440 － 3,000 

鉛 <0.01～0.01 0.01 － 

ほう素 <0.1～1.5 1 － 

ふっ素 <0.5～4.8 0.8 － 

処分場 

隣接区域 土壌層 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 0.0054～55 1,000 － 

単位：mg/l ただし、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類は、pg-TEQ/g（含有量試験） 

 

⑤ 表層土壌含有量試験結果（表Ⅰ－８） 

  土壌汚染対策法の土壌含有量基準に設定される項目（9項目）中、鉛とふっ素の 2項目

が検出され、鉛が最大で 200mg/kg（1.3 倍）、ふっ素が最大で 15,000mg/kg（3.7 倍）と

基準を超過した。  

なお、調査地点の選定にあたっては、風雨による飛散、流出の観点から、裸地部分の

うち表層土壌の締め固めが十分でない 3地点を選定した。 

 

表Ⅰ－８ 表層土壌含有量試験結果の概要 

 H16-18 H16-20 H16-21 土壌含有量基準 

鉛 <15 200 200 150 

ふっ素 <400 15,000 <400 4,000 

（土壌汚染対策法の指定基準に基づく土壌含有量基準 単位：mg/kg） 
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⑥ 水質試験結果について 

   水質試験における調査箇所数、検体数は、表Ⅰ－９のとおりである。  

            表Ⅰ－９ 調査箇所数、検体数 

区  分  調査箇所数 検体数 

廃棄物埋立区域 地下水 １１ １１ 

処分場隣接区域 地下水 ２ ３ 

地下水 ９ ２２ 
周辺区域 

表流水 ３ ５ 

合  計 ２５ ４１ 

 

a.廃棄物埋立区域・隣接区域の地下水（表Ⅰ－１０） 

   埋立区域については、産業廃棄物最終処分場の維持管理及び廃止の基準に設定され

る 20 項目中、9 項目が検出され、このうち維持管理基準を超過した項目は、鉛が最大

で 0.015mg/l(1.5 倍）、砒素が最大で 0.027 mg/l (2.7 倍)、シス-1,2-ジクロロエチレ

ンが最大で 0.76 mg/l（19 倍）、ベンゼンが最大で 0.057 mg/l（5.7 倍）、トリクロロ

エチレンが最大で 0.11（3.7 倍）であった。 

   また、ダイオキシン類が最大 4.0 pg-TEQ/l（4.0 倍）で地下水環境基準を超過した。 

隣接区域については、地下水の環境基準に設定される 23 項目中、ふっ素、ほう素及

びダイオキシン類が検出されたが、全て環境基準を満足していた。 

 

表Ⅰ－１０ 水質試験結果の概要（地下水） 

区  分 検出項目 濃度範囲 維持管理基準 

鉛 <0.005～0.015 0.01 

砒素 <0.005～0.027 0.01 

6 価ｸﾛﾑ <0.01～0.04 0.05 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.001～0.11 0.03 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.004～0.76 0.04 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.002～0.005 0.02 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0004～0.0033 0.004 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.003～0.057 0.01 

廃棄物 

埋立区域 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 0.11～4.0 (1) 

ふっ素 0.09～0.27 (0.8) 

ほう素 0.3～0.8 (1) 

処分場 

隣接区域 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 0.14～0.26 (1) 

単位：mg/l ただし、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類は、pg-TEQ/l 

注：（ ）内は、地下水環境基準を示す。  

 

 

 



 - 15 - 

b.周辺区域の地下水（表Ⅰ－１１） 

  地下水の環境基準設定項目（23 項目）中、9 項目が検出され、環境基準を超過した

項目は、砒素が最大で 0.28 mg/l（28 倍）、ほう素が最大で 26 mg/l（26 倍）、ふっ素

が最大で 3.6 mg/l（4.5 倍）、ダイオキシン類が最大で 3.1 pg-TEQ/l（最大 3.1 倍）、

ベンゼンが最大で 0.017mg/l (最大 1.7 倍)及びジクロロメタンが最大で 0.03mg/l（最

大 1.5 倍）であった。 

表Ⅰ－１１ 水質試験結果の概要（地下水） 

区分 検出項目 濃度範囲 地下水環境基準 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ <0.001～0.001 0.01 

砒素 <0.005～0.28 0.01 

6 価ｸﾛﾑ <0.01～0.02 0.05 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.002～0.005 0.02 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ <0.002～0.03 0.02 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ <0.001～0.017 0.01 

ふっ素 <0.08～3.6 0.8 

ほう素 <0.1～26 1 

周辺区域 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 0.038～3.1 1 

単位：mg/l ただし、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類は、pg-TEQ/l  

  c.表流水（表Ⅰ－１２） 

環境基準設定項目（23 項目）中、ふっ素、ほう素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素が

検出され、環境基準を超過した項目は、ふっ素が最大で 7.5 mg/l（9.3 倍）及びほう

素が最大で 19 mg/l（19 倍）であった。 

表Ⅰ－１２ 水質試験結果の概要（表流水） 

検出項目 濃度範囲 環境基準 

ふっ素 <0.8～7.5 0.8 

ほう素 <1～19 1 

亜硝酸性窒素 <0.001～0.01 

硝酸性窒素 <0.01～0.7 
10※１ 

単位：mg/l 

（※１ 亜硝酸性窒素と硝酸性窒素の濃度を合算した数値） 

 

⑦ 発生ガス試験結果について（表Ⅰ－１３） 

 図Ⅰ－４に示す廃棄物埋立区域（処分場関係区域）のボーリング孔 12 箇所中 H16-26

を除く 11 箇所にて調査を実施したところ、発生ガス濃度は、メタンが最大で 62%、硫化

水素が最大で 44ppm 検出された。 
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表Ⅰ－１３ 発生ガス試験結果の概要 

分析項目 検出範囲 

硫化水素（ppm） <0.002～44 

メタン（%） <0.1～62 

酸素（%） 0.3～20 

窒素（%） 7～84 

アンモニア（ppm） <0.5 

二酸化炭素（%） 0.03～28 

一酸化炭素（%） <0.02 

 

⑧ 現地調査結果について（図Ⅰ－７） 

廃棄物の埋立区域内、その周辺区域の現地踏査を実施したところ、埋立区域内では、

概ね覆土が施工されているものの、一部で覆土が十分でなく廃棄物が露出している部分

があった。 

埋立区域周縁部の法面では、過去の小崩落によると思われる崩落痕が数箇所で認めら

れた。 

また、埋立区域内には、川越建材が掘った雨水調整用の穴があり、さらに、処分場の

天端部はほぼ水平で、かつ凹凸があることから、降雨があると雨水が速やかに排除され

ず多くの水たまりを生じる状況にある。 
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必要である。 

 埋立区域周縁部では、法面の小崩落痕が確認できたことから、これらを放置すると、

雨水等の影響により連鎖的な小崩落を生じ、法面の土砂や廃棄物が飛散・流出するお

それがあることから、法面保護のため、雨水排水対策や小崩落痕への覆土等の措置を

講ずる必要がある。 

 

（２）措置命令の概要 

安全性確認調査専門会議の調査報告において、生活環境保全上の支障のおそれがある

との意見が出されたことを踏まえ、県は、川越建材及び代表者個人に対して、平成１９

年１月３１日付けで措置命令を発出した。 

講ずべき措置の内容は、次のとおりである。 

ア 着手期限 

 平成１９年６月３０日 

  イ 履行期限 

   平成２０年１２月３０日 

 ウ 講ずべき措置の内容 

①廃棄物の飛散流出防止対策 

②降雨時に廃棄物層への雨水の浸透を抑制し、汚染された地下水が周囲へ拡散する

ことを防止するための覆土及びその管理 

③埋立区域内の雨水を適切に排除するための排水路等の整備及びその管理 

なお、措置命令の範囲は図Ⅰ－２に示した。 

 

（３）地元要望の掘削調査 

 ア 調査内容 

平成１８年１０月１２日付けの地元から県に対する「公開質問状」において、「安全

確認のため、地元住民の指定する場所において、トレンチ調査を実施すること」等の

要望が出されたことから、平成１９年６月１１日の地元説明会を経て、川越建材によ

り平成２０年１月から平成２０年２月にかけて、ボーリング調査（3地点、廃棄物・土

壌の溶出試験、水質試験を含む）が行われた。 

 

イ 調査結果 

① ボーリング調査 

 a.確認された廃棄物 

ボーリング調査結果によれば、埋立廃棄物は、廃プラスチック類、金属片、ガラ

ス、コンクリート塊などの建設廃材やシュレッダーダストを主体とし、鋳物砂や

わずかにではあるが木くずの混入が確認されたことから県の安全性確認調査結果

とほぼ同様な結果が得られた。 

なお、図Ⅰ－１０にボーリング調査地点を示す。 
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表Ⅰ－１５ 溶出試験結果の概要 

区分 検出項目 濃度範囲 
土壌環境 

基 準 

埋立判定 

基 準 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ <0.001～0.052 － 0.3 

鉛 <0.005～16 － 0.3 

水銀 <0.0005～0.019 － 0.005 

砒素 <0.005～0.090 － 0.3 

ほう素 0.13～9.2 1.0 － 

ふっ素 0.38～6.1 0.8 － 

廃棄物層 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 0.30～380 － 3,000 

鉛 0.023～0.30 0.01 － 

水銀 <0.0005～0.0009 0.0005 － 

砒素 0.017～0.085 0.01 － 

ほう素 <0.05～0.81 1.0 － 

ふっ素 0.10～0.47 0.8 － 

土壌層 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 0.30～78 1,000 － 

単位：mg/l ただし、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類は、pg-TEQ/g（含有量試験） 

 c.水質試験結果 

廃棄物埋立区域内における水質試験では、鉛、砒素、PCB が維持管理基準を超えて検

出された。（表Ⅰ－１６） 

表Ⅰ－１６ 水質試験結果の概要（地下水） 

区  分 検出項目 濃度範囲 維持管理基準 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ <0.01～0.007 0.01 

鉛 0.006～1.0 0.01 

砒素 <0.005～0.020 0.01 

PCB 検出されず～0.0008 検出されないこと 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0004～0.0005 0.004 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.004～0.017 0.04 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ <0.001～0.008 0.01 

ほう素 22～36 (1) 

ふっ素 2.8～9.2 (0.8) 

廃棄物 

埋立区域 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 3.1～5.2 (1) 

単位：mg/l ただし、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類は、pg-TEQ/l 

注：（ ）内は、地下水環境基準を示す。 

 

②追加の水質試験 

上記、溶出試験及び水質試験結果を受けて、平成２０年５月に県が実施するモニタリ

ング調査に鉛、水銀、ＰＣＢ、カドミウムの 4 項目を追加して水質試験を行ったとこ

ろ、埋立区域内では、維持管理基準を超過する項目はなかった。また、周辺区域では、
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地下水環境基準を超過する項目はなかった。 

③学識経験者からの意見 

a.確認された廃棄物 

  ・今回の地元要望の掘削調査と県の安全性確認調査の結果は整合している。 

  ・廃棄物層に接した砂礫層が一部露出している箇所があり、そこから有害物質

が流出するおそれがあるため、重点的なモニタリングが必要である。 

b.溶出試験などの結果 

  ・今回の掘削調査に伴う溶出試験及び地下水の水質試験の結果、県の安全性確

認調査時の試験結果に比べ、一部項目で高い数値を示したが、検体の採取方

法などの違いによるものであり、それぞれの結果は妥当なものである。 

  ・処分場周辺への影響を確認するため、周辺でのモニタリング調査の継続が重

要であり、問題発生時に即応できるようにしておくことが必要である。  

c.汚染の影響 

  ・処分場内は、嫌気性状態であり、現状で鉛などは安定した状態にあるが、も

し掘削などを行って好気性状態になると、鉛などが溶出するおそれがある。 

以上を踏まえると、直ちに生活環境保全上の支障が生じるおそれはないと判断さ

れる。 

 

ウ 地元説明会 

平成２０年７月７日に開催された地元要望の掘削調査結果に係る地元説明会におい

て、今後の対応については、地元・学識経験者・県の三者で協議していくことが合意

された。 

これを受けて、県は、本事案に関し、建設的かつ双方向のリスクコミュニケーショ

ンを進め、地元の理解と不安感の払拭などに取り組む四者協議を平成２０年１０月か

ら平成２４年７月までに１４回開催している。 

（※平成23年3月28日の第10回三者協議より、四日市市が正式に同協議に参画し、

名称を三者協議から四者協議に変更） 

なお、学識経験者間協議については、様々な専門分野の学識経験者、県、市の参加

のもと調査や対策の具体的な内容について科学的データに基づいて検討することを目

的とし、平成２１年５月から平成２４年６月までに２０回開催している。 

なお、表Ⅰ－１７に平成２４年７月現在の学識経験者名簿を示す。 

 

表Ⅰ－１７ 学識経験者名簿（平成 24年 7月現在） 

酒井 俊典 三重大学大学院生物資源学研究科教授（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ） 

高橋 正昭 四日市大学環境情報学部特任教授 

山﨑 淳司 早稲田大学理工学術院教授 

金  相烈 北海道大学大学院工学研究院助教 

岡島 賢治 三重大学大学院生物資源学研究科講師 
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図Ⅰ－１３ 想定地質構造図（O測線） 

 

③中溜池側の地質構造の状況 

中溜池側は、中溜池と暮明累層砂礫層（Tg-g）との間に大泉累層シルト層(To-c）が挟

在しており、暮明累層砂礫層（Tg-g）は、南～南東方向に傾斜している。（図Ⅰ－１４） 

図Ⅰ－１４ 想定地質構造図（K測線） 

 

④西水路側の地質構造の状況 

西水路側においては、暮明累層砂礫層（Tg-g）は地表に露出しており、地下水は地表

面下を通り、沖積層に流れるが、Tg-g 層は、概ね 4°で南側に傾斜し、その後、南～南

東方向に向かって傾斜（トラックターミナル側）している。また、H23-1 で実施したボー

リング調査結果より、第２帯水層が南～南西方向に向かって傾斜していることが確認さ

れた。（図Ⅰ－１５） 
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⑦法面安定性の再評価 

前項の廃棄物の露出状況及び法面の崩落状況より、処分場周縁部の小崩落が表流水等の

影響により拡大しており、さらに小崩落痕の箇所も増えている状況であることから、再度、

廃棄物層の法面安定性を評価した。 

図Ⅰ－１９に示す SB－IFT 試験（原位置せん断・摩擦強度試験）により廃棄物層の法面

の１１断面にて安定解析を行った結果、急勾配で法高さが２０ｍ以上の図Ⅰ－２０に示し

た法面の一部、3 断面（中溜池側法面や西水路側法面）で地震時において安全率 1.0 を下

回る結果となり、大きな地震（震度 5弱）が発生すると崩落する可能性が懸念される。（表

Ⅰ－１８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       表Ⅰ－１８ 法面の安定解析結果（安全率を満たさない箇所のみ） 

 

⑧地下水位・降雨量連続測定等調査結果（水収支計算結果） 

処分場及び処分場周辺における地下水の流動状況を再確認するため、地下水位・降雨

量連続測定及び土壌水分計による測定を実施し、それらの結果を踏まえて処分場及び処

分場周辺の地下水の流動状況の解析を行った。 

その結果を、図Ⅰ－２１の「地下水等の流向状況解析結果」に示す。 

 

①

⑦
⑧

図Ⅰ－２０ 安定解析位置図 

図Ⅰ－１９ SB－IFT 試験装置 

C= 44kN/㎡ φ= 28度 C= 25kN/㎡ φ= 25度

検討断面
法高
（ｍ）

法勾配 常時 判定
（1.2以上）

地震時 判定
（1.0以上）

常時 判定
（1.2以上）

地震時 判定
（1.0以上）

①中溜池長大法面 20 1:1.57 1.594 ○ 0.983 × 1.491 ○ 0.968 ×
⑦平津側長大法面 38.5 1:1.46 1.471 ○ 0.976 × 1.138 × 0.793 ×
⑧馬の背斜面（東側） 27.5 1:1.61 1.403 ○ 0.998 × 1.398 ○ 0.978 ×

ケースＢ：地震時逆解析検討ケース
土質定数

ケースＡ：SB-IFT試験 最小値
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この結果より、降雨時には処分場表面の水たまりや窪地に溜まった雨水が廃棄物層内

に浸透し、この浸透した水が廃棄物に接触し、有害物質を含む浸出水が処分場内外の第

２帯水層内に拡散していると推測される。 

処分場天端部の窪地 4 箇所において、水位の連続測定を実施した結果、各箇所とも降

雨時に素掘の窪地に雨水が貯留され透水係数が 10-4cm/sec オーダーで浸透していること

が確認された。この結果、当該廃棄物層に降った雨水は、比較的地下に浸透しやすいこ

とが確認された。 

処分場に降った雨水の約 7割は、廃棄物層内に浸透し第２帯水層（暮明累層砂礫、Tg-g）

を通って、深部に流下し、その一部は、中溜池側、西水路側に浸出水として流出し、周

辺地域に拡散していることが明らかになった。 

また、土壌水分計での測定結果により、雨水の約 2 割は、蒸発し、残りの約 1 割につ

いては、表流水として、処分場の場外へ流出する事が確認された。 

 

⑨水質試験結果 

 処分場周辺地域の水質が処分場からの浸出水によって、どの程度影響を受けているか

を確認するために、イオン分析を実施した結果を、図Ⅰ－２２に示す。 

イオン分析の結果から、埋立区域内の汚染された地下水が処分場近傍の周辺井戸に影

響を与えている事が確認され、処分場から一定の距離を有するものについては、処分場

からの影響をあまり受けていないという結果が得られた。 
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表Ⅰ－２０ 処分場内の水質モニタリング結果 

項目
濃度範囲（単位：mg/l） 維持管理基準

排水基準
最小値 最大値 （超過倍率） 最大値検出箇所 （環境基準）

鉛 <0.005 0.11 (11倍) H16-21 0.01 0.1
砒素 <0.005 0.35 (35倍) H16-27 0.01 0.1
ＰＣＢ <0.0005 0.0008 （-） H16-15ほか 検出されないこと 0.003
塩ビﾓﾉﾏｰ <0.0002 0.013 (6.5倍) H16-15 (0.002) -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.004 0.76 (19倍) H16-14 0.04 0.4
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.004 0.082 (2.1倍) H16-15 (0.04) -
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.002 0.11 (3.7倍) H16-14 0.03 0.3
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ <0.001 0.057 (5.7倍) H16-19 0.01 0.1
ふっ素 0.11 23 (29倍) H16-15 (0.8) 8
ほう素 8.5 45 (45倍) H16-15 (1) 10
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.40 2.9 (58倍) H16-21 (0.05) 0.5

 処分場内では、鉛等 6項目が維持管理基準を超過している。 

 

表Ⅰ－２１ 中溜池側の水質モニタリング結果 

 中溜池側では、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン、砒素が環境基準を超過している箇

所がある。 

 

表Ⅰ－２２ トラックターミナル側の水質モニタリング結果 

 
 トラックターミナル側では、砒素、ベンゼン等 5項目が環境基準を超過している。 

 

 

 

0.1
(1.5倍) 10/27 0.01 0.1

H17-29-2

H17-29-3

砒素 <0.005
ベンゼン <0.001

砒素 0.092

ほう素

1.9

26/26 0.01 0.1
ベンゼン 0.004 0.019 (1.9倍) 12/26 0.01 0.1

0.41 (41倍)

26/27

10/10
0.33

0.015

(6.1倍) 26/26

10
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.53 0.80 (16倍) 10/10 0.5

1.0 19 (19倍)

0.5

ふっ素 <0.08 3.1 (3.1倍) 26/27 8

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.41 0.70

0.8 8
ほう素 7.5 25 (25倍) 26/26 10
ふっ素 4.9

排水
基準最小値 最大値 （超過倍率） ／測定回数

基準超過回数 環境
基準

箇所 項目
濃度範囲（単位：mg/l）

1
0.05(14倍)

0.8

(33倍) 25/27 0.01

1
0.05

(3.2倍) 13/26 10中溜池 ほう素 0.40 3.2

8
ほう素 2.0 5.5 (5.5倍) 26/26 10

<0.5 0.92 (1.2倍)

0.5
砒素 <0.005 0.018 (1.8倍) 11/26 0.1

0.068 0.5

2/26

10/10

8
ほう素 3.0 19 (19倍) 27/27 10

排水
基準最小値 最大値 （超過倍率） ／測定回数

基準超過回数
箇所 項目

濃度範囲（単位：mg/l） 環境
基準

2.0 (13倍) 27/27 0.8

1

1

中溜池
流入口

ふっ素 10
1

0.05(10倍)

ふっ素

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

4/10 0.05 0.5

H16-8

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.030 0.067 （1.3倍）

0.01
0.8
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また、これらの飛散・流出した廃棄物には、鉛が土壌含有量基準の 1.3 倍、ふっ素

が土壌含有量基準の 3.8 倍と超過しており、地震時や浸透した雨水の影響により法面

への負荷が増加し、法面が崩落し、それに伴う廃棄物が処分場周辺に飛散・流出し、

処分場周辺の生活環境保全上の支障を及ぼすおそれがある。 

 

（２）浸出水拡散による支障のおそれ 

地質調査や地下水位連続測定結果等から、処分場は周辺地盤の地下水が流れる第２帯

水層（Tg-g）と接触しており、廃棄物層からの浸出水は第２帯水層を介して周辺に拡散

する可能性がある。 

また、中溜池流入水路や西水路付近では、第２帯水層からの染み出し水が確認されて

おり（H16-8 や西水路湧水箇所）、同水路の水質では、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサ

ン、砒素が環境基準を超過している状況である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


